
救急医療 看護師養成所

保健衛生行政

へき地医療 高度医療

不採算地区病院 小児医療

結核病院 支払利息分

精神科病院 建設改良費

リハビリテーション医療 元金償還分

附属診療所

研究研修費・経営研修費 院内保育所

災害復旧費 追加費用負担経費
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地方公営企業法の一般会計負担金と地方独立行政法人法の運営費負担金

地方独立行政法人法

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつ
て充てることが適当でない経費
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その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業
の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつても
なおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観
的 に 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 経 費

繰出項目例（病院事業）地方公営企業法

（独立採算制）
第１７条の２　第２項

地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規
定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において
負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をも
つて充てなければならない。

（独立採算制）
第８５条　第２項

公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定
により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企
業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てな
ければならない。

当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な
経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみを
もって充てることが客観的に困難であると認められる経費
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第８５条　（財源措置の特例）
公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲

げるものは、設立団体が負担するものとする。

第４２条 　（財源措置）
設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充

てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付
することができる。

第６条　（財産的基礎） 第３項
設立団体（地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地

方公共団体をいう。以下同じ。）は、地方独立行政法人の資本金
の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しな
ければならない。

法第17条の２　（経費の負担の原則）
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方

公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期
の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとす
る。

法第17条の３　（補助）
地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要が

ある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業
の 特 別 会 計 に 補 助 を す る こ と が で き る 。

第４１条　（借入金等） 　第５項
地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることが

できない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この
限りでない。
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第１８条 　（出資）
地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほ

か、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計
に出資をすることができる。

第１８条の２　（長期貸付け）
地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるものの

ほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会
計に長期の貸付けをすることができる。

運
営
費

　
交
付
金


	Sheet1 

	Text1: 資料３


